
別紙４ 
 

新 旧 

第１ （略） 

第２ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項 

１ 通則 

(１)～(７) （略） 

(８) 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について 

①・② （略） 

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、 

イ・ロ （略） 

ハ 小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所及び複合型サービス

事業所については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成 18 年厚生労働省令第 34 号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第 63条第

１項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者（通いサービス及び訪問サービスの提供に

当たる者に限る。）、同令第 90 条第１項に規定する介護従業者及び同令第 171 条第１項に

規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者（通いサービス及び訪問サービスの提供に当

たる者に限る。）は前記イ及びロにより取り扱うこととする。なお、小規模多機能型居宅

介護従業者及び看護小規模多機能型居宅介護従業者については、指定地域密着型サービス

基準第 63条第４項の看護師又は准看護師の人員基準欠如に係る減算の取扱いは④、同条第

１項の夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職員並びに同条第７項に規定するサテライ

ト型小規模多機能型居宅介護事業所（以下「サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所」

という。）の訪問サービスの提供に当たる職員並びに指定地域密着型サービス基準第 171

条第１項の夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職員並びに同条第８項に規定するサテ

ライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所（以下「サテライト型看護小規模多機能型居

宅介護事業所」という。）の訪問サービスの提供に当たる職員の人員基準欠如に係る減算

の取扱いは⑤を参照すること。 

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消され

るに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定す

る算定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至ってい

る場合を除く。）。小規模多機能型居宅介護事業所並びに看護小規模多機能型居宅介護事業

所における介護支援専門員及びサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所並びにサテライ

ト型看護小規模多機能型居宅介護事業所における指定地域密着型サービス基準第 63条第 12

項に規定する研修修了者並びに認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者が

必要な研修を修了していない場合及び認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担

当者のうち、介護支援専門員を配置していない場合についても、同様の取扱いとする。ただ

し、都道府県（指定都市を含む。以下同じ。）における研修の開催状況を踏まえ、研修を修

了した職員の離職等により人員基準欠如となった場合に、小規模多機能型居宅介護事業所及

第１ （略） 

第２ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項 

１ 通則 

(１)～(７) （略） 

(８) 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について 

①・② （略） 

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、 

イ・ロ （略） 

ハ 小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所及び複合型サービス

事業所については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成 18 年厚生労働省令第 34 号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第 63条第

１項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者（通いサービス及び訪問サービスの提供に

当たる者に限る。）、同令第 90 条第１項に規定する介護従業者及び同令第 171 条第１項に

規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者（通いサービス及び訪問サービスの提供に当

たる者に限る。）は前記イ及びロにより取り扱うこととする。なお、小規模多機能型居宅

介護従業者及び看護小規模多機能型居宅介護従業者については、指定地域密着型サービス

基準第 63条第４項の看護師又は准看護師の人員基準欠如に係る減算の取扱いは④、同条第

１項の夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職員並びに同条第７項に規定するサテライ

ト型小規模多機能型居宅介護事業所（以下「サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所」

という。）の訪問サービスの提供に当たる職員並びに指定地域密着型サービス基準第 171

条第１項の夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務を行う職員の人員基準欠如に係る減算の取

扱いは⑤を参照すること。 

 

 

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消され

るに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定す

る算定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至ってい

る場合を除く。）。小規模多機能型居宅介護事業所並びに看護小規模多機能型居宅介護事業

所における介護支援専門員及びサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所における指定地

域密着型サービス基準第 63 条第 12 項に規定する研修修了者並びに認知症対応型共同生活介

護事業所における計画作成担当者が必要な研修を修了していない場合及び認知症対応型共同

生活介護事業所における計画作成担当者のうち、介護支援専門員を配置していない場合につ

いても、同様の取扱いとする。ただし、都道府県（指定都市を含む。以下同じ。）における

研修の開催状況を踏まえ、研修を修了した職員の離職等により人員基準欠如となった場合に、

小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては介護支援
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び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては介護支援専門員を、認知症対応型共同生活

介護事業所にあっては計画作成担当者を新たに配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都

道府県に研修の申込を行い、当該介護支援専門員又は当該計画作成担当者が研修を修了する

ことが確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間は減算対象としない取扱いと

する。なお、当該介護支援専門員又は当該計画作成担当者が受講予定の研修を修了しなかっ

た場合は、通常の減算の算定方法に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算を行う

こととするが、当該介護支援専門員等が研修を修了しなかった理由が、当該介護支援専門員

等の急な離職等、事業所の責に帰すべき事由以外のやむを得ないものである場合であって、

当該離職等の翌々月までに、研修を修了することが確実に見込まれる介護支援専門員等を新

たに配置したときは、当該研修を修了するまでの間は減算対象としない取扱いとすることも

差し支えない。 

⑤ 地域密着型サービス基準第63条第１項及び第171条第１項の夜間及び深夜の勤務又は宿直

勤務を行う職員並びにサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の訪問サービスの提

供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所の訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者の人員基準欠如

については、ある月において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利

用者等の全員について、減算することとする。 

イ・ロ （略） 

⑥ 市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、

事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、

指定の取消しを検討するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

(９)～(13) （略） 

２ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 

(１)～(３) （略） 

(４) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の

建物若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一の建物（同一敷地内建物等）

に居住する利用者に対する取扱い 

① 同一敷地内建物等の定義 

専門員を、認知症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成担当者を新たに配置し、か

つ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、当該介護支援専門員又は当該

計画作成担当者が研修を修了することが確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまで

の間は減算対象としない取扱いとする。なお、当該介護支援専門員又は当該計画作成担当者

が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算定方法に従って、人員基準欠如

が発生した翌々月から減算を行うこととするが、当該介護支援専門員等が研修を修了しなか

った理由が、当該介護支援専門員等の急な離職等、事業所の責に帰すべき事由以外のやむを

得ないものである場合であって、当該離職等の翌々月までに、研修を修了することが確実に

見込まれる介護支援専門員等を新たに配置したときは、当該研修を修了するまでの間は減算

対象としない取扱いとすることも差し支えない。 

 

⑤ 地域密着型サービス基準第63条第１項及び第171条第１項の夜間及び深夜の勤務又は宿直

勤務を行う職員並びにサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の訪問サービスの提

供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者の人員基準欠如については、ある月において以下

のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者等の全員について、減算する

こととする。 

 

イ・ロ （略） 

⑥ 市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、

事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、

指定の取消しを検討するものとする。 

ただし、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律（平成 26 年法律第 83号。以下「整備法」という。）附則第 20 条第１項に規定す

る通所介護事業者が、平成 28 年３月 31日までに、整備法附則第 20 条第１項に係るみなし指

定を不要とする別段の申出を行った上で、平成 28 年４月１日からサテライト型小規模多機能

型居宅介護事業所における事業を開始する場合であって、人員基準を満たさない場合には、

平成 30 年３月 31 日までの間は減算対象とするが、指定の取消しの対象としない取扱いとす

る。 

(９)～(13) （略） 

２ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 

(１)～(３) （略） 

（新設） 
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